
資料１－１ 

芦屋市教育大綱（案）について 

 

１ 教育大綱及び教育振興基本計画の位置づけ等 

(1)  教育大綱（「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３第１項） 

教育大綱は、地方公共団体の長が、国の教育振興基本計画の基本方針を参酌し、その地域の実

情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定め

るものとする。 

・地方公共団体の長に対して策定の義務が課されている。 

・策定の際は、教育行政に混乱を生じることがないようにするため、総合教育会議において、 

地方公共団体の長と教育委員会が、十分に協議・調整を尽くすことが重要。 

(2)  本市の教育大綱の位置づけ 

・地方公共団体において、教育振興基本計画その他の計画を定めている場合には、その中の目 

標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当すると位置付けることができると考えられる

ことから、地方公共団体の長が、総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、当該計画

をもって大綱に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定する必要はない（H26.7.17 

文部科学省通知）。→現行の本市の位置づけ 

 

２ 本市の教育施策に関する計画等の期間と関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育大綱 

基本理念 

(めざす芦屋の教育) 

信頼される学校園と成熟した家庭・地域

で育む豊かな人間力 

（めざす子ども像） 

芦屋で育てる “夢と志をもって自らの

未来を切り拓く子どもの姿“ 

共有 



 

【参考】関係法令等 

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 ※抜粋 

(大綱の策定等) 

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、そ

の地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大

綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第１

項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

４ 第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第２１条に規定する事務を管理し、又は執行する権

限を与えるものと解釈してはならない。 

 

○ 教育基本法 ※抜粋 

(教育振興基本計画) 

第１７条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関

する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を

定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教 

育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

 

〇「改正地方教育行政」文部科学省 編著より 

Ｑ：すでに教育振興基本計画を定めている場合でも、大綱を別途定める必要はあるか。 

Ａ：地方公共団体において、教育基本法第 17 条第 1 項に規定する教育振興基本計画その他の計画

を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当すると位置

付けることができると考えられることから、首長が、総合教育会議において教育委員会と協議・

調整し、当該計画をもって大綱に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定する必要は

ない。 

一方、新たな首長が就任し、新たな大綱を定めた場合において、その内容が既存の教育振興基本

計画等と大きく異なる時には、新たな大綱に則して、当該計画を変更することが望ましい。 

 


